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1962年、 ケネディ大統領 「消費者保護に関する特別教書」

消費者の４つの基本的な権利

・安全である権利

・知らされる権利

・選択する権利

・意見を反映させる権利



食品安全基本法の基本理念

①国民の健康の保護が最も重要であるという
基本的認識の下に、必要な措置が行われる
こと

②食品供給行程の各段階において、安全性を
確保

③国民の健康への悪影響が未然に防止される
ようにすることを旨として、国際的動向及び国
民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基
づいて必要な措置が行われること



食品安全基本法の概要

食品の安全性を確保し，基本理念を定め，関係者の責務及び役割を明らか
にする

目的

1) 国民の健康の保護が最も重要であることの基本認識の下に，食品の安全性確保の
ために必要な措置が講じられること

2) 食品の供給行程の各段階において，食品の安全性の確保のために必要な措置が適
切に講じられること

3) 国際的動向及び国民の意見に配慮し，科学的知見に基づき食品の安全性確保のた
めに必要な措置が講じられること

基本理念

関係者の責任・役割

国の責務

食品の安全性確保に
関する施策を策定・
実施

地方団体の責務

国との役割分担を踏
まえ，施策を策定・
実施する

食品安全事業者の責務

1)食品の安全性確保に
ついて必要な措置を
講ずる

2)正確・適切な情報の
提供

消費者の役割

食品の安全性確保
に知識・理解を深め
る
食品の安全性に積
極的な役割を果す



患者

医 院

日本

病 院

医師 医師

地域の保健所長

わが国における食中毒患者の届け出

各都道府県知事

厚生労働大臣

翌月末日迄

翌月20日迄

食中毒事件表
食中毒の調査結果報告書

24時間以内 文書又は電信，口頭
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腸管出血性大腸菌(STEC)の特徴

・感染力が強い 非常に少ない菌量で発症

→トングを使う業種は焼肉店だけ
→いかに危険な食材を扱っているか

・病原性が強いベロ毒素を産生

→赤痢毒素と同様の病原性
→溶血性尿毒症候群（ＨＵＳ）

や脳に障害を起こす

・熱に弱い 75℃,1分の加熱で死滅

STEC食中毒
潜伏期 ：12～72時間

主要症状：下痢(下血)、腹痛、HUS、脳症



大腸菌O抗原とH抗原

• O(菌体）抗原 ： １～１８５
腸管出血性大腸菌：ＥＨＥＣ(志賀毒素大腸菌：ＳＴＥＣ）
O157 : Ｏの157番目、 Ｏ２６ ： Ｏの26番目

• H(鞭毛）抗原 ： １～５７
O157:H7 ； Hの7番目、 Ｏ２６：Ｈ１１;Hの11番目

O1:尿路感染症者の尿から分離
O111:乳児集団下痢症から分離



STECの血清型による感染症

最も多い血清型
日本 米国 欧州

第１位 O157 O157 O157
２ O 26 O111 O 26
３ O103  O  26 O103
４ O111 O193 O109



食中毒菌のヒトへの発症最少菌量

菌種 原因食品からの推定（菌数cfu/ヒト） 人体実験からの菌数（cfu/ヒト）

カンピロバクター
(C.jejuni)

病原大腸菌
(EPEC)

腸管出血性大腸菌
（STEC O157)

発症菌数：原因食品1g又10g中の菌数(cfu/g)×ヒトの摂食量(g)

500cfu/牛乳/ヒト
102cfu/ヒト： ５/１０人発症
103cfu/ヒト： 6 /１０人発症
104cfu/ヒト：11/１3人発症

EPEC(O111) 106cfu/ヒト：５1～75%発症
“   (O142) 106cfu/ヒト： 1/５人発症

サラダ 11～50cfu/ヒト
イクラ 25～60cfu/ヒト
メロン (43cfu/g)
牛タタキ (23cfu/g)



食中毒発生のハイリスクグループと病原
菌

ハイリスクグループ

1. 乳幼児

2. 高齢者

3. 免疫機能の低下しているヒト

4. 糖尿病、腎疾患、肝疾患などの基礎的疾患を有するヒト

5. 副腎皮質ホルモン等の特定の薬を常用しているヒト

6. 抗ガン剤治療、免疫抑制剤の投与を受けているヒト

病原菌

リステリア菌、ビブリオ・バルニフィカス、腸管出血性大腸菌

ボツリヌス菌（乳児：3週齢〜8ヶ月）



成人におけるO157抵抗性

・30～40代の成人では感
染しても発症するのは
30％程であり，健康保
菌者が多い

・子供や高齢者は発症率
が高く，症状が重い

・なぜこのような病態の違
いが生じるのか？

・免疫？
・腸内細菌？
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（３）血清型によるEHEC感染症の特徴

単位：人

年齢区分 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 合計

 0～ 4歳 - 3 - 2 - 2 2 1 2 - 12
 5～ 9歳 - - 1 - - - - - - - 1

10～14歳 - - - - - - - - - 1 1
15～19歳 - - - - - - - - - - -
20～29歳 - - - - - - - 1 - - 1
30～39歳 - - - - - - - - - - -
40～49歳 - 1 1 - - - - - - - 2
50～59歳 - - - 2 - - 1 1 1 - 5
60～69歳 - - - - - - - 1 - - 1
70～79歳 1 2 1 - 2 1 2 1 - 1 11
80～89歳 - 1 2 1 - 1 2 - 1 3 11
90～99歳 - - - 2 1 - - 1 - - 4
100歳～ - - - - - - - - - - -
不詳 - - - - - - - - - - -
合計 1 7 5 7 3 4 7 6 4 5 49

※基本死因分類が「A04.3　腸管出血性大腸菌感染症」となっているものを集計

（参考）

食中毒統計 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 11

EHEC感染症による死亡者数（1999～2008年）

26/49
(53%)

12/49
(24%)



Ｏ１５７を持っている牛

（家畜では症状を出さない）

ウシ、ヒツジ、シカなど反芻動
物の大腸に生息している

（3割の保菌率？）



各種食肉と主な食中毒発生

• 牛肉 → 腸管出血性大腸菌、サルモネラ
カンピロバクター

• 豚肉 → サルモネラ

• 食鳥肉 →  カンピロバクター、サルモネラ

• 馬肉 →  寄生虫（ザルコシスティス）

• 野生獣肉（イノシシ、シカ） → Ｅ型肝炎

•
16



腸管出血性大腸菌O157発生事例の原因食品

原因食品 日本 米国 カナダ 英国

牛関連食品
挽肉・ハンバーガー - 38 8 1
牛肉（焼肉） 14 5 2 4
レバー刺身 4 - - -
生乳・乳製品 2 3 1 1

牛肉以外の肉 1 1 - -
野菜、フルーツ 5 12 1 1
サラダ 4 - 1 1
サンドウィッチ 1 - - -
弁当、複合調理品 5 - - -
水（飲料水、プール） 1 10 - 1
二次感染（患者接触） - 13 3 4
その他 2 3 - 8

計 39 85 16 22



ＥＨＥＣ食中毒事例の原因
（厚労省の食中毒統計H19からH23）

原因食品 事例数

牛生肉（ユッケ等） 6 5.0％

牛生レバー １３ 10.8％

肉料理、焼き肉 ２４ 20.0％

その他の食品 ４ 3.3％

飲食店等の食事 ５８ 48.3％

学校・事業等の食事他 １５ 12.5％

計 １２０

シカ生肉

団子・柏餅

キャベツ

大根おろし

＊焼き肉店の食事は焼き肉に分類



食品取扱の ① 室温放置 21)

欠陥 ② 残品調理

③ 食品取扱の不衛生 43

④ 放冷不足

⑤ 加熱不十分 23

⑥ 保温温度の低下 2

⑦ 喫食迄の時間が長時間

厨房内の ① 調理場の汚染・二次汚染 9

衛生管理の ② 調理器具の消毒不足 6

欠陥 ③ 調理場内の温度上昇

④ 手洗い設備の不備

調理従業員の ① 手指の汚染 7

衛生管理の ② 保菌者 6

欠陥 ③ その他 5

その他 能力以上の調理等 1（0.4）

不明 154(59.7)

合計（％） 258(100)
1)全国食中毒事件録に記載された要因の数

表1-2　　腸管出血性大腸菌食中毒の発生要因(1997～2008年)

発生要因 合計

70(27.1)

15(5.8)

18(7.0)



材料別のSTEC O157およびO26検出

検査
頭数

陽性
頭数

（ ）
検査
頭数

陽性
頭数

（ ）

合　計 1025 148 （ 14.4% ） 1000 15 （ 1.5% ）

（材料別内訳）

直腸内容物 1017 114 （ 11.2% ） 992 10 （ 1.0% ）

口腔内唾液 810 13 （ 1.6% ） 810 3 （ 0.4% ）

外　皮 228 15 （ 6.6% ） 228 1 （ 0.4% ）

一部剥皮後切皮部243 11 （ 4.5% ） 213 0 （ ー ）

枝　肉 576 15 （ 2.6% ） 536 1 （ 0.2% ）

　

陽性率 陽性率

STEC O26STEC O157



月別のSTEC O157およびO26検出

検査頭数陽性頭数( 陽性率 ) 検査頭数陽性頭数( 陽性率)

1月 64 1 ( 1.6% ) 62 1 ( 1.6% )

2月 74 3 ( 4.1% ) 74 0 ( ー )

3月 59 0 ( ー ) 59 0 ( ー )

4月 56 4 ( 7.1% ) 56 0 ( ー )

5月 40 5 ( 12.5% ) 40 3 ( 7.5% )

6月 40 10 ( 25.0% ) 40 0 ( ー )

7月 74 14 ( 18.9% ) 74 3 ( 4.1% )

8月 130 27 ( 20.8% ) 130 1 ( 0.8% )

9月 183 45 ( 24.6% ) 183 1 ( 0.5% )

10月 99 11 ( 11.1% ) 99 6 ( 6.1% )

11月 88 12 ( 13.6% ) 88 0 ( ー )

12月 118 16 ( 13.6% ) 95 0 ( ー )

合計 1025 148 ( 14.4% ) 1000 15 ( 1.5% )

STEC O157 STEC O26



動物・植物 感染症・微生物

食　　　材

添加物等 製造･加工

溶出物質 流通=保存 　　微　 環境

化学的変質 　　生

調理・調製 　　物

販　　　売

喫　　　食

健康危害？

（土壌・水・空
気･２人-動物）

農薬・環境
汚染物質等

図　　食品の汚染経過

O157,サルモネラなど

新鮮、衛生的材料

衛生的作業手順書に従って



購入時

保存時

菌を

つけな
い

菌を
増さない

菌を
つけない

菌を
増さない



下準備・調理時

菌を
つけない

菌を
増さない

菌を殺す



食事時

菌を
つけな
い

菌を
増さない

残った食品

菌を
つけない

菌を
増さない

菌を殺す



農場から食卓まで安全管理システム（HACCP）
の構築

農場 と畜場 加工処理場

消費者 店頭 流通

情報提供による各段階での衛生管理マニアルを作成し、安全管
理を行う

＊



消費者生産者

加工・流通段階生産段階

食品農林水産物

厚生労働省
（食品衛生規制等）

農林水産省
（生産行程における規制等）

食品安全委員会
(人の健康に与える影響の科学的評価）

連携

農場から食卓までの安全確保

フードチェーン


